
湖南市読書バリアフリー計画（素案）のパブリックコメントの実施結果について 

 

１ 意見募集期間   令和５年１月６日（金曜日）から令和５年１月 27日（金曜日） 

 

２ 意見の提出者数  １人（うち本市の区域内に住所を要する人 １人） 

              

３ 意見の件数    ６件 

〔内訳〕 ①原案を修正するもの …………… ５件 

           ②原案に反映できないもの ……… ０件 

           ③既に原案に記載済みのもの …… ０件 

           ④その他 …………………………… １件 

 

４ 意見・提案および市の考え方 

意見・提案の内容 市の考え方 

具体的なニーズの把握 

本計画案は、視覚障がい者等の方々の

ニーズに応えようとするものであるも

のの、現時点でそうしたニーズの把握

が十分に具体的にはできていないので

はないようにも思われます。例えば、

p.3 下部の「方向性 3」については

「基本的考え方」のみが掲載されてい

て、その「基本的な考え方」の 2 文も

「…必要な支援などを行います」「…

情報を提供することに努めます」とい

うのみで、具体的な内容は今後の検討

にかかっているように読めます。 

 本計画を策定しようとしていること

が先進的であると思われますから、こ

うした状況であるのにやむをえない面

があるでしょう。他方で、一般に、行

政が策定する計画は、具体的に着実な

実行が期待されると思います（そうで

ないなら計画を立てずそのときどきの

行政の担当者の裁量に委ねればよいだ

けです）。 

 提案いただきました文章は、方向性３だ

けでなく、本計画の全ての施策に関わるこ

とから、「６ 計画の推進と取組内容」の

（３）取組内容の中に「当事者や関係団体

などから情報の収集やニーズの把握に努

め」という文言を追加しました。貴重なご

意見ありがとうございます。 

 

①原案を修正するもの 



 そこで、次のような内容を追加（明

記）することを提案します。すなわ

ち、「本計画の実施中においても、読

書バリアフリーについて、当事者や関

係団体などと交流するなどしながら情

報の収集とニーズの把握につとめる」

ということや、「計画期間中に明らか

になったニーズがあれば、具体的に対

応策を随時検討し、可能な限り実施し

ていく」ということ、さらに、「ニー

ズが明らかで具体的な対応策も検討で

きているが、即座に実施するのが困難

であるものについては、次期計画に盛

り込んで計画的に推進する」といった

内容です。また、これらに付随して

「ニーズの把握に進捗などがあれば、

適宜図書館協議会等の公開の場で報告

する」という内容もあれば、より一

層、「行政の独断」ではなく適切な手

続きを踏んでいくことを表現できると

考えます。すでに、本計画案の p.4

に、「6 計画の推進と取組内容」の

「(3) 取組内容」に、「…毎年進捗状

況を確認し、第二期計画には数値目標

を設定するとともに、計画を見直しま

す」「…国から具体的な目標や基準な

どが示された場合は、第二期計画を策

定前であっても本計画の目標などにつ

いて見直しを行います」とあります。

これらは本計画について柔軟に見直す

姿勢と、第二期計画に向けた姿勢を示

しています。私の提案は、この部分に

関連していますが、これからのニーズ

の把握が重要で、それによって取り組

みが変化しうることを明示的に盛り込

む、という趣旨です。 



「用語解説」について 

私は、視覚障がい者の方向けの読書

のためのサービスについて、知識が乏

しいのですが、本計画については私の

ような者も含めて広く市民が考えてい

けるとよいのではないかと思います。

そのために、本計画案に用語解説が付

されているのは好ましいと考えます。 

他方で「デイジー図書館」（p.2 の中

ほど）、「デイジーデータ」（p.7 の用語

解説のサピエ図書館の欄）について、

私にはその意味がわかりませんでし

た。そこで提案ですが、可能であれば

これらの語も解説してもらえればと思

います。それにより、より一層、広い

範囲の人々にわかりやすい計画となる

のではないかと思います。 

 

 ご指摘いただきました通り、広く知られ

ている言葉ではありませんので、用語解説

に「デイジー図書」の項目を追加しまし

た。貴重なご意見ありがとうございます。 

 

①原案を修正するもの 

・p.2の上部の「視覚障がい者等が利用

しやすい書籍等の利用」に列挙されて

いるのは、「録音資料」「点字絵本」な

ど、基本的には「資料の種別」の名称で

すが、「障がい者等を対象とした布絵本

の貸出」だけが「サービス」の名称にな

ってしまっています。そこでこれを「障

がい者等を対象とした布絵本」という

「資料の種別」の名称にするか、他の

項目も「…の貸出」等の表現にそろえ

ることを提案します。その方が読みや

すいと思うからです。 

 ご指摘いただきました通り、「布絵本」に

表記のゆれがございましたので、「障がい者

等を対象とした布絵本」に統一しました。

貴重なご意見ありがとうございます。 

 

①原案を修正するもの 

・p.7上部の用語解説の、「LL ブック」

の欄に、「…生活年齢にあった内容をわ

かりやすい文章や文章の意味を示すピ

クトグラム、イラストや写真を使った

本のこと。」とありますが、このうち「生

活年齢にあった内容を」の「を」がどこ

 ご指摘をいただいた文言について、わか

りづらさを解消するため、「生活年齢にあっ

た内容について」とすることにしました。

貴重なご意見ありがとうございます。 

 

①原案を修正するもの 



に係るのかがわかりませんでした。そ

こで提案ですが、この部分を、例えば

「…生活年齢にあった内容について、

わかりやすい文章や文章の意味を示す

ピクトグラム、イラストや写真を使っ

て表現した本のこと。」とするとよいか

もしれません（この場合は「生活年齢

にあった内容について」が「表現した」

に係ります）。あるいは、「…生活年齢

にあった内容を表すわかりやすい文章

や文章の意味を示すピクトグラム、イ

ラストや写真を使った本のこと。」とす

ることもできそうです（この場合は「生

活年齢にあった内容を」は「表す」に係

ります）。 

p.7下部の「湖南市所蔵のアクセシ

ブルな資料の現状」では、資料種別と

して「大活字本（市販）」と「大活字

本（寄贈）」が別に挙げられています

が、「市販」と「寄贈」の区別がよく

わかりませんでした。例えば「市販さ

れている本を市民が購入して図書館に

寄贈する」ということがありえそうで

す。つまり「市販」と「寄贈」は必ず

しも排他的ではありません。おそらく

ここで意味したいのは、「市販されて

いる商品としての大活字本」と「作者

が『一点もの』として作成した大活字

本」の区別か、または、「図書館で購

入した大活字本」と「図書館以外の主

体から寄贈された大活字本」の区別だ

と思われます。この意味が明確になる

ように修正してもよいかもしれませ

ん。 

 ご指摘のとおり大活字本の「市販」と

は、「図書館で購入した大活字本」のことで

す。そして「寄贈」とはボランティア団体

からいただいた大活字本のことを指してい

ます。 

 「市販」と「寄贈」に区別したのは、第

二期計画以降数値目標を設定する上で、ア

クセシブルな書籍である大活字本の新規購

入点数を把握するためです。 

改めて文言を修正することはしませんが、

貴重なご意見ありがとうございます。 

 

④その他 

 

 



同じく p.7下部の「湖南市所蔵のア

クセシブルな資料の現状」で挙げられ

ている資料種別の名称は、p.2の上部

の「視覚障がい者等が利用しやすい書

籍等の利用」で挙げられている資料の

種別の名称と、統一されていないよう

です。例えば、前者では「点字付き絵

本」、後者では「点字絵本」という名

称が用いられています。p.7の「湖南

市所蔵のアクセシブルな資料の現状」

は、p.2上部で述べる「現状」につい

て直接的に示す参考データだと思うの

で、名称を統一することを提案しま

す。その方がわかりやすいと考えま

す。 

ご指摘いただきました通り、表記のゆれ

がございましたので、「点字付き絵本」に統

一しました。貴重なご意見ありがとうござ

います。 

 

①原案を修正するもの 

 

 


